
島しょ型資源循環社会構築事業委託業務 
企画提案に係るＱ＆Ａ 

 
 質     問 回     答 

１ 企画提案公募実施要領 

「県議会において当初予算案が否決され

た場合、又は国の沖縄振興特別推進交付金の

交付決定がなされなかった場合は、契約を締

結しません」とされていますが、上記が明確

になる時期についてご教示ください。 

  
県議会は、令和４年第 1 回沖縄県議会（２

月定例会）の閉会日の令和４年３月 30 日、
沖縄振興特別推進交付金は４月上旬の予
定です。 

２ 企画提案公募実施要領「３.目的」 
「③プラスチックを除く容器包装」とは、

紙製容器包装を対象とし、ＰＥＴボトルやガ

ラスびんは対象外と解してよろしいでしょ

うか。 

 
容器包装リサイクル法の分別収集の対

象となる容器包装のうち PET ボトル、プラ
スチック製容器包装を除く紙製容器包装、
アルミ缶、スチール缶、紙パック、段ボー
ルを対象とします。 

 

３ 企画提案公募実施要領「４.内容」 
「応募は、１分野のみ、あるいは２、３分

野に応募いただくことができます。」とされ

ていますが、選定は、応募分野①②③毎に行

われると解してよろしいでしょうか。 

 

 
選定の際の枠組みは応募状況をみて決

定します。 
 

また、例えば３分野について応募した場合

に、1 分野についてのみ選定される場合があ

るということでしょうか。 

この場合、３分野を実施する場合に比べて

１分野を実施する場合の方が基礎調査・ヒア

リング・打合せ等の費用が割高になります

が、この場合の金額については協議に応じて

いただけると解してよろしいでしょうか。あ

るいは、３分野別々に実施することを前提に

費用を計上すべきでしょうか。 

 

 審査基準の経済性は、積算内容が本事業
を実施するにあたり妥当かを審査します
ので、３分野が１分野に比べ割安になる効
率性については審査の対象となりません。 
 １分野のみで費用を計上するか、３分野
まとめて費用を計上するかは提案者の判
断となります。 

４ 企画提案公募実施要領「５.予算額」 
「（目安：１分野あたり11,669,000 円）」

とありますが、これは上限額であり、超過は

許容されないと解するのでしょうか。 

 
３分野全てを個別に採択した場合の上

限の目安となりますので、積算額が本金額
を超過しても構いませんが、令和４年度の
予算額の超過は認められません。 

 

５ 企画提案公募実施要領「８.（2）②」 
「上記（1）の②～⑧までの・・・・30 ペ

ージ以内とすること。」とありますが、30 ペ

ージの内訳（様式2号から8号のそれぞれを枚

数とするか）については、枚数制限のある様

式以外は任意と解してよろしいでしょうか。 

 
いずれも貴見のとおりです。 

  



 質     問 回     答 

また、「４．内容」で「応募は、１分野の

み、あるいは２、３分野に応募いただくこと

ができます。」とされていますが、応募分野

数に関わらず「30 ページ以内」となるので

しょうか。 

 

６ 企画提案公募実施要領「９.審査の手順、審査

基準及び委託契約 (1)審査方法」 
「２次審査（プレゼンテーションによる企

画審査）」について具体的な予定日がありま

したらご教示ください。 

また、２次審査の具体的な内容に関し、以

下の事項についてご教示ください。 

①プレゼンテーションの内容（例：説明15 

分、質疑応答25 分、等） 

②プレゼンテーションに用いてよい資料（企

画提案書の他に、パワーポイント等による

説明が可能でしょうか。スクリーンやプロ

ジェクタはご用意いただけますでしょう

か。） 

  
 

公募実施要領に示すとおり４月中旬を
予定しており、まだ具体的な日時は決まっ
ておりません。 
 時間配分は未定ですが、パワーポイント
などで説明いただく予定です。 

なお、新型コロナウイルス感染対策のた
めオンラインでのプレゼンテーションと
させていただく可能性があります。 
 以上については、提案者（１次審査があ
る場合は１次審査通過者のみ）に決まり次
第、案内させていただきます。 
 

７ 企画提案公募実施要領「10.対象経費(1)経費

の区分」 
「２ 直接経費(2)委員会費」について、「委

員謝金、委員旅費、会議室借上費等の経費」

とありますが、委員謝金額の目安や会議室の

基準（広さ、グレード等）の指定や想定等が

ございましたらご教示ください。 

 

 
 
指定等はございません。 

８ 企画提案公募実施要領「10.対象経費(1)経費

の区分」 
「３ 一般管理費」について、「「Ⅰ 直接人

件費」＋「Ⅱ 直接経費（印刷製本費除く）」

の合計額の10％以内とします。」とあります。 

国土交通省の定める設計業務等標準積算基

準書では、直接人件費、直接経費のほかに、

以下の費用を計上することとされています。 

「その他原価」＝直接人件費×α/（１―α）、

α＝35％等 

「一般管理費等」＝業務原価（＝直接人件費

＋直接経費＋その他原価）×β/（１―β）、β

＝35％等 

本業務では、これらの経費（及び限度額）を

計上することは認められないのでしょうか。 

 
 

 
 
本業務の一般管理費は原則 10%以内と

させていただきます。 
相当な理由のため 10%以内とすること

が困難な場合は、契約の締結にあたっての
協議（公募実施要領 9.(4)①参照）で県と
協議いただくことが可能です（相当な理由
が必ずしも認められるとは限りません。） 



 質     問 回     答 

９ 企画提案公募実施要領「10.対象経費(1)経費

の区分」 
「４ 再委託費」として、「受託者が直接

実施できない内容の再委託に係る経費」とあ

りますが、本業務において再委託は可能と解

してよろしいでしょうか。 

 

 
 
可能です。 

10 業務仕様書（案）「７（１）現状調査」 
「※県資料や・・・など資料や文献を活用

し」とされていますが、県で実施済みであり

情報提供いただける資料についてご教示く

ださい。 

  
主な資料として次のものがあります。 

・廃棄物対策の概要 
・離島廃棄物適正処理促進事業に係る報告

書 
・沖縄県家庭系食品ロス・食品廃棄物組成

調査業務報告書 
・離島ごみ処理広域化調査報告書 など 
 

11 業務仕様書（案）「７（４）①検討委員会の

設置」 

「「島しょ型・・・・委員会（対象廃棄物

分野）（仮称）」を設置する」とされていま

すが、候補者への依頼・調整は県で実施され

るものであり、本業務での作業内容として

は、候補者の提案のみと解してよろしいでし

ょうか。 

また、検討委員会の構成・人数等について、

想定されている内容がありましたらご教示

ください。 

 

 
 
 委員への依頼文等は県で行う予定とし
ておりますが、事前の依頼等に係る調整は
委託業務に含まれます。 
 検討委員会の構成・人数等の条件は仕様
書に示す「有識者２名以上」のみとなりま
すので、本条件を満たすとともに、仕様書
に示す検討事項を検討するに必要な構
成・人数等を御提案ください。 

12 業務仕様書（案）「８（２）再委託の範囲」 

「再委託のできる業務範囲は、複写・印刷

製本等の簡易な業務に限る。」とされていま

す。 

本業務を実施する上で資料収集やヒアリ

ング調査等の作業が必要であり、これらの作

業については、弊社内で計画立案・管理・指

導した上で、関連会社や協力者へ再委託する

ことを想定しています。 

ここで、上記の「簡易な業務」は、資料収

集や現地調査を含むものと解してよろしい

でしょうか。 

 

 
 貴見のとおりです。 

 


